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泊小学校大運動会 〈令和元年６月１日〉泊小学校大運動会 〈令和元年６月１日〉

◆令和元年度泊消防団消防総合演習
◆後期高齢者医療制度のお知らせ
◆風しん抗体検査・予防接種助成事業のお知らせ
◆泊小学校大運動会・泊中学校陸上記録会
◆日本海ニコニコ元気村トピックス
◆第48回群来まつり　７月20日開催
◆くらしの告知板

７７
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　泊村では、村税を滞納されている方で、納税意識が見られない方の徴収業務（差押処分等）
を後志広域連合に依頼しております。本号では、平成30年度の徴収実績についてお知らせ
致します。

後志広域連合による村税の徴収金額について

平成30年度徴収実績

後志広域連合へ滞納徴収業務を
依頼した人数
徴　収　金　額
（督促手数料、延滞含む）

９人

３,８３０,０３４円

＜お問い合わせ先　　泊村役場 財政課 滞納整理係　電話：７５－２０２１＞

　納税に関する相談は随時行っておりますので下記の連絡先までご連絡ください。

令和元年度岩内分会現地教育訓練・
消防団活性化事業

　６月９日（日）黒松内町において令和
元年度岩内分会現地教育訓練・消防団活
性化事業が開催されました。
　この訓練は、岩内・寿都地方消防組合
７消防団の合同で毎年行われる訓練で、
停止間・行進間の小隊訓練を実施しまし
た。又、互いの親交を深め消防団員の士
気高揚を目的としたパークゴルフ大会も
行われました。
　泊消防団からは２２名が出場し、的確に
部隊行動が取れるよう真剣に取り組んで
おりました。

岩内･寿都地方消防組合
泊消防団活動報告
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～ 平成31年度（2019年度）の保険料と
　　　保険証（被保険者証）の一斉更新について ～

後期高齢者医療制度のお知らせ

33万円＋51万円×(被保険者数)以下

本則 31年度
（2019年度）

32年度
（2020年度）

33年度
（2021年度）

均等割の軽減割合
対象者の所得要件

（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

【平成30年度（2018年度）における8.5割軽減の区分】
33万円以下
【平成30年度（2018年度）における9割軽減の区分】
うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし

33万円＋28万円×(被保険者数)以下

■７月に保険料額をお知らせします
　平成31年度（2019年度）の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

○１年間の保険料の上限額は、平成31年度（2019年度）は62万円になります。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
●昭和29年１月１日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた
額で判定します。

均 等 割
【１人当たりの額】

50,205円

所　 得 　割 １年間の保険料
（１００円未満切捨て）
【限度額62万円】

（平成30年（2018年）中の所得－33万円）×10.５9％
【本人の所得に応じた額】

≪保険料の計算方法≫

■保険料の軽減
◎均等割の軽減（年額）

※平成31年度（2019年度）から、均等割５割軽減・２割軽減の軽減判定所得が拡充されました。
　平成31年度（2019年度）から、軽減特例の見直しにより９割軽減から８割軽減に変更になりました。
　8.5割軽減に該当する方の軽減特例の見直しは平成32年度（2020年度）に実施予定です。

２割

５割

７割
8.5割

８割

7.75割

５割

２割

７割

７割

■保険証等の更新について
　現在ご使用の保険証、減額認定証、限度証の有効期限が2019年７月31日
をもって満了となるため、８月以降は使用できなくなります。有効期間は１
年間です。
　新しい証の有効期限は、2020年７月31日です。

　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、橙色の
保険証をご使用ください。

○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、泊村役場住民生活
　課保険係までお申し出ください。

新しい保険証は橙色です

◆保険証（旧：桃色→新：橙色）
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新しい減額認定証は黄緑色です

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

○世帯全員の所得が０円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）
○老齢福祉年金を受給されている方

区　分　Ⅱ

区　分　Ⅰ

○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

　引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を交付しますので、８月１日からは黄緑色の減
額認定証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、
泊村役場住民生活課保険係へ申請してください。

お問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062　札幌市中央区南２条西１４丁目国保会館６階
　　　　　　　　電話　０１１－２９０－５６０１

泊村役場　住民生活課　保険係
電話　７５－２１３２

■医療費通知を全受診者へ送付しています
　広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期間に
医療機関等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付しています。
　発送月は、９月下旬と３月初旬の年２回です。

○医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など、皆様の健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

◆医療費通知の活用について

※この通知は皆様の受診状況についてお知
　らせするもので請求書ではありません。
※この通知は医療費控除の申告手続きで医
　療費の明細書として使用することができ
　ます。医療費控除の申告に関することは、
　税務署にお問い合わせください。

【イメージ図】

◆減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）（旧：水色→新：黄緑色）

新しい限度証は黄緑色です

限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠまたは現役並みⅡに
　　　　　　　　　該当する方

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にい
る被保険者の方

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、
その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、その方と同一世帯にい
る被保険者の方

　引き続き交付対象に該当する方は７月中に限度証を交付しますので、８月１日からは黄緑色の限度証
をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、
泊村役場住民生活課保険係へ申請してください。

◆限度証（限度額適用認定証）（旧：水色→新：黄緑色）



　風しんの予防接種を受ける機会がなかった男性を中心に、大人の風しん感染が広がっています。
風しんの感染拡大を防止するために、令和元年度から令和４年３月３１日までの３年間、　
昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日の間に生まれた男性は、風しん抗体検査を無料で受
けられることになりました。
風しん抗体検査の結果、予防接種が必要と判断された方は、　
風しん予防接種（麻しん・風しん混合ワクチン）が無料で受けられます。

　今年度は、昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性に、クーポン券を送付させてい
ただきます。
　昭和３７年４月２日～昭和４７年４月１日生まれの男性も、希望される方は受けることができます
ので、役場保健福祉課までご連絡下さい。

★道内に限らず多くの医療機関等で風しん抗体検査・予防接種受けることができます。受けられる
際はクーポン券と予診票を忘れずにご持参下さい。
　（クーポン券がない場合は受けられませんので、紛失等の場合は役場にご連絡下さい。）
　
★村が契約をしていない医療機関等で受けた場合は費用の助成ができない場合がありますので、あ
らかじめご連絡いただけますよう、よろしくお願い致します。
　
★医療機関等で検査・予防接種を受けられる際には、あらかじめ各医療機関等に連絡してから受診
して下さい。
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風しん抗体検査・予防接種助成事業のお知らせ

※その他の医療機関については、多数ありますので、厚生労働省のホームページでご確認下さい。
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/
　rubella/index_00001.html

風しんは感染力が強く、特に妊娠中の方が感染すると赤ちゃんに感染し、心臓病、白内障、難聴
などの病気を持って生まれてくる可能性があります。（先天性風しん症候群）
対象となる方は、ぜひ風しん抗体検査を受けましょう。

抗体検査のご希望・ご不明な点は、役場保健福祉課　保健師　までご連絡下さい。
（電話：７５－２１３４）

＜管内の実施機関＞

実施機関

村立茅沼診療所

岩内大浜医院

岩内協会病院

小林整形外科医院

前田医院

万代クリニック

電話番号

0135－75－3651

0135－61－2081

0135－62－1021

0135－62－3451

0135－62－1293

0135－61－2133

実施機関

北内科クリニック

東山クリニック

発足診療所

小沢診療所

前田診療所

神恵内診療所

電話番号

0135－62－1457

0135－62－7700

0135－74－3009

0135－72－1160

0135－73－2211

0135－76－5226



６月１日 泊 小 学 校

大 運 動 会
　前日の雨に続き天候が心配される中、この日のために一生懸
命に練習や準備してきた成果を元気いっぱいに披露していまし
た。大きな歓声や笑い声が響いていました。
　運動会テーマ
「協力！全力！スマイルだらけの運動会！」

　生徒の皆さんは自己ベストの記録を出せるように自分
の競技に取り組んでいました。どちらのチームも一丸と
なって優勝を目指し頑張っていました。
　記録会テーマ
「一致団結　～Career　High ～」

５月 31日 泊 中 学 校

陸 上 記 録 会
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平成30年度　スポーツ奨励賞　おめでとうございます！
泊小学校５年　藤　巻　瑛　太  君

第２回の泊村スポーツ文化表彰審議会で選出されました。

元気ニコニコ トピックストピックス村海海日日 本本 元気気元気ニコニコニコニコニコニコ
トピックストピックス村村村

泊村寿大学修学旅行

　平成31年度寿大学事業として、学生35
名で豊浦方面への修学旅行が実施されまし
た。
　旅行を楽しみにしている人も多く、豊浦
の「道の駅とようら」の見学、豊浦温泉し
おさいでの入浴、壮瞥の「北の湖記念館」
の見学など、心の癒し交流と親睦を深めて
きました。

5
23

認知症予防講座

　毎週金曜日に泊地区集会所で開かれているカフェ「とま
り」で、泊村地域包括支援センターによる認知症予防講座
を開催しました。
　今回の講座では、センター職員と泊村社会福祉協議会局
長がおじいちゃんと息子に扮し、寸劇で「認知症ガイドブッ
ク」を紹介。もの忘れをするようになったおじいちゃんと
その息子のやりとりに、参加者もうなずいたり笑ったり。
大いに盛り上がった後は、カフェ自慢のコーヒーを飲みな

がら認知症予防で注目を
集めている塗り絵を楽し
み「学生のとき以来かしら」
と会話も弾みました。
　泊村地域包括支援セン
ターでは、地域の皆さん
が笑顔で元気になるお手
伝いをしています。認知
症予防講座や運動の教室、
老人クラブでのレクリ
エーション等ご相談させ
て頂きますのでお声かけ
ください。

6
7
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　北海道の気温は、観測データの均質性が長期間維持されている７地点（札幌、旭川、帯広、網走、根室、函館、
寿都）の平均で、100年あたりおよそ1.60℃の割合で上昇しています。また、短い時間に激しく降る雨の回
数にも増加傾向が現れるなど、雨の降り方にも変化が見られます。
　北海道の気候変化の要因としては、人間活動に伴う二酸化炭素などの温室効果ガスの増加による地球温暖
化の影響に、自然起源の気候変動や都市化の影響が重なっているものと考えられます。
　
　今後更に温室効果ガスを出し続け地球温暖化が進行した場合、北海道の将来の気候はどのように変化する
のでしょうか。
　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第５次評価報告書で用いられた温室効果ガスの濃度変化シナリ
オのうち最も高程度の温室効果ガス排出が続くと想定した場合、北海道地方では、20世紀末（1980年～
1999年）と比較して、21世紀末（2076年～ 2095年）には次のように気候が変化すると予測されています。
・年平均気温が５℃程度上昇
・大雨（日降水量100mm以上）がほぼ毎年のように発生
・短い時間に激しく降る雨（１時間降水量30mm以上）の年間発生回数の頻度が約４倍に
　
　このような地球温暖化による気候の変化が、熱中症の増加や大雨による災害の増加、農作物の収穫量の変
化など、さまざまな分野へ影響をもたらすことが懸念されています。
　私たちができる地球温暖化への対策として、節電などエネルギー消費をできるだけ少なくして二酸化炭素
の排出を削減する「緩和策」をさらに講じるとともに、地球温暖化に伴って生じるさまざまな影響へ備える「適
応策」も推進していく必要があります。
　
　北海道のこれまでの気候変化や将来の予測情報については、札幌管区気象台のホームページでご覧いただ
けます。
「北海道の気候変化　第２版」
　https://www.jma-net.go.jp/sapporo/tenki/kikou/kikohenka/kikohenka.html
「北海道地方　地球温暖化予測情報」
　https://www.jma-net.go.jp/sapporo/tenki/kikou/kikohenka/pref_gwp9.html

地球温暖化による北海道の気候変化地球温暖化による北海道の気候変化

＜問い合わせ先　　札幌管区気象台天気相談所　電話：０１１－611－0170＞

ハンセン病問題②ハンセン病問題②

岩内ひまわり基金法律事務所　　金丸弁護士の法律豆知識
弁護士　金丸　哲大　岩内ひまわり基金法律事務所　TEL:0135-61-4777

　前回、ハンセン病に対する偏見や差別の問題について触れました。ハンセン病家族訴訟の判決は６月28
日に延期されてしまったため、今回はハンセン病患者の家族が今なお受けている差別被害についてお話しし
ます。
　国は、ハンセン病隔離政策の一環として、患者が住んでいる家へ行って患者を捕まえ、さらに家中が真っ
白になるまで消毒液を撒く、ということもしていました。患者の家族のほとんどは近隣住民から「らい（ハ
ンセン病）患者の家族」として激しい差別を受けており、差別から逃れるため全く知らない土地に移住し、
患者の存在を隠して（嘘をついて）暮らしている人も少なくありません。また、あまりにひどい差別に堪え
られず、自ら命を絶った人たちもいます。
　平成13年、国はハンセン病隔離政策が誤りであったことを認めて謝罪しました。そして、その後はハン
セン病に関する正しい知識を普及するための啓発活動を行っています。ところが、その後も、平成15年に
はハンセン病元患者の団体がホテルに宿泊しようとしたところ宿泊を拒否されるという事件が起きたり、最
近でも「家族にハンセン病の元患者がいることが発覚して離婚を迫られた」という人が何人もいたりと、偏
見差別は無くなっていないのが現状です。
　間違った知識に基づいて偏見を持ったり差別したりしても、誰一人幸せになりません。どうしたらこのよ
うな不幸がなくなるのか、ぜひ皆さんも考えてみてください。
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　今月号から登記などに関して、法務局に多く質問される内
容を１２回にわたり連載します。

Ｑ　最近父が亡くなりましたが、父名義の不動産の登記は、
そのままにしておいても大丈夫ですか？
Ａ　相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし、
登記名義をそのまま放置しておくと、次の問題が発生します。
①　相続人のうち誰かが亡くなってしまうと新たな相続が発生するなど権利関係が複
雑になってしまう。そのため相続人間のトラブルが発生しやすくなる。
②　相続人が認知症などになってしまった場合、裁判所に成年後見人を選任してもら
わなければならないなど、その手続に余分な時間や費用がかかってしまう。
③　土地を売ったり、土地を担保にしてお金を借りることができない。
④　相続登記の際に必要な住民票の除票などの書類が、保存期限の経過などにより取
得することが困難になってしまう。

　など、様々な問題が発生しますので、相続登記は早めに行っておくことをお勧めします。
　ご不明な点は、法務局へお気軽にお問合せください。
　次回は、第２回「誰が相続人になるの？」をテーマにご案内します。
■お問合せ先　札幌法務局倶知安支局　電話 ０１３６－２２－０２３２
　　　　　　　　（ホームページ）http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo

　法務局で取り扱っている「不動産登記」は、大切な財産である土地や建物の状況（所在、
面積など）、所有者や債権者の住所氏名などを登記簿に記録し、一般に公開することにより
取引の安全を図ることを目的としていますが、土地や建物の所有者が死亡したときや建物
を増築したときなど、登記を申請しなければ法務局にある登記簿の内容は変更されません。
　特に、不動産の所有者が亡くなり、「相続登記」をしないで放置しておくと、更に相続
人のうち誰かが亡くなって新たな相続が発生するなど権利関係が複雑になり、相続人間
のトラブルが発生したり、所有者不明の土地問題や空き家問題の原因になるとも言われ
ています。
　なお、登記手続をご自身で行うこともできますが、所有者などから依頼されて登記の
申請を代理して行う専門家として、 「司法書士」、 「土地家屋調査士」がいます。司法書
士は所有権の移転や抵当権の抹消などに関する登記の申請代理を、土地家屋調査士は建
物の新築や土地の分筆などに関する登記の申請代理を行います。
　法務局又は司法書士会・土地家屋調査士会へお気軽にお問合せください。
■お問合せ先　札幌法務局　　　　　　　電話 ０１１－７０９－２３１１
　　　　　　　札幌法務局倶知安支局　　電話 ０１３６－２２－０２３２
　　　　　　　　（ホームページ）http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo
　　　　　　　札幌司法書士会　　　　　電話  ０１１－２７２－９０３５（法律相談センター）
　　　　　　　　（ホームページ）http://www.sihosyosi.or.jp/
　　　　　　　札幌土地家屋調査士会　　電話  ０１１－２７１－４５９３
　　　　　　　　（ホームページ）http://www.saccho.com/

登記・相続に関する

◆第１回「登記しなくても大丈夫？」

土地や建物の相続登記はお済みですか？土地や建物の相続登記はお済みですか？



受付期間　2019年７月１日(月) ～８月20日(火)まで
試 験 日　第１次試験　2019年９月16日(月・祝)
　　　　　第２次試験　10月中旬～11月上旬
受験資格　昭和62年４月２日から平成14年４月１日ま

でに生まれた者

2019年度（第２回）
北海道警察官採用試験
2019年度（第２回）
北海道警察官採用試験

お問い合わせ

・岩内警察署
　　電話 ６２－０１１０（内線２１１）

役場　☎７５－２０２１
くらしの告知板くらしの告知板くらしの告知板

　北海道では、原子力
防災対策に関する知識
の普及と啓発のため、
「緊急時に住民のみな
さんが取るべき行動」
などを掲載した北海道
原子力防災カレンダー
を村の全戸を対象に配布します。
　そこで、このカレンダーに掲載する絵画を、村内の小・
中学校に在学する児童・生徒から募集します。
　応募いただいた絵画のうち、入選作品をカレンダーに
掲載させていただく予定です。
　募集作品のテーマは、13町村のイベント･行事や四季
折々の風景です。
　用紙はＢ３又は四つ切り、使用する画材は自由です。
応募する際は、用紙裏面に
　⑴通っている学校名　⑵学年　⑶氏名（ふりがな）
　⑷住所　⑸電話番号　⑹作品名
を記載して、泊村役場へ持参してください。
　応募期限は、令和元年８月30日（金）までです。

お問い合わせ

・北海道総務部危機対策局原子力安全対策課
　　電話 011－２０４－５０１１

北海道原子力防災カレンダーに
掲載する絵画を募集します

北海道原子力防災カレンダーに
掲載する絵画を募集します

　岩内保健所では、令和元年９月30日（月）まで特定
医療費（指定難病）・特定疾患医療受給者証及びウイル
ス性肝炎進行防止対策（肝炎治療特別促進事業）受給者
証の更新申請を受け付けています。
　今お持ちの受給者証の有効期間が平成31年９月30日
と記載されている方で、更新を希望される方は、必要書
類を添えて手続きをしてください。
　なお、９月30日までに更新申請されない場合は、新
たに認定申請が必要になり、手続きが複雑になるほか、
医療費の助成が受けられない期間が生じる場合がありま
すのでご注意ください。
　詳しくは、下記までお問い合せください。

お問い合わせ

・北海道岩内保健所　健康推進課
　　電話 62－1537　FAX 63－0898
　　　受付時間　8:45 ～ 17:30（土曜、日曜、祝日を除く）

令和元年度特定医療費（指定難病）・特定
疾患医療受給証及びウイルス性肝炎進行
防止対策（肝炎治療特別促進事業）医療
受給者証の更新申請について

令和元年度特定医療費（指定難病）・特定
疾患医療受給証及びウイルス性肝炎進行
防止対策（肝炎治療特別促進事業）医療
受給者証の更新申請について

お問い合わせ

・倶知安地域事務所
　　倶知安町南３条東１丁目
　　電話 0136－23－3540
・役場担当窓口　総務課
・自衛官募集相談員
　　大橋　芳之
　　電話 ７５－３３０７

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

自衛官
候補生

（第２回）

男
子

女
子

７月８日㈪
～

８月23日㈮

８月29日㈭～
９月１日㈰
８月30日㈮・
31日㈯

一般曹
候補生

（第２回）

７月１日㈪
～

９月６日㈮

一次試験
９月20日㈮～
22日㈰

18歳以上
33歳未満の者

自衛官を募集します自衛官を募集します
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平成3１年度分 村税について
固定資産税　第２期　7月31日

納入期限を忘れずに納めましょう。



予定納税とは
　前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づ
き計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合に
は、原則、この予定納税基準額の３分の１相当額をそれ
ぞれ７月（第１期分）と11月（第２期分）に納めるこ
ととなっています。この制度を「予定納税」といいます。
予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引
くことにより精算します。

納税する額
　予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令
和元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知
書」が送付されています。この通知書に記載された第１
期分の金額が納税する額です。

予定納税の減額申請
　廃業、休業又は業況不振などの理由により、令和元年
６月30日の現況による令和元年分の「申告納税見積額
（年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額）」
が、税務署から通知されている「予定納税基準額」より
も少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申
請をすることができます。
　第１期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和元
年７月16日（火）までに「予定納税額の減額申請書」
に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してくださ
い。
　なお、税務署では、その申請について承認、一部承認
又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知ら
せします。
　「予定納税額の減額申請書」は、国税庁ホームページ
（www.nta.go.jp）に掲載しているほか、税務署窓口に
も用意しています。

予定納税額の納付
◎振替納税を利用している方
　納期の最終日（令和元年７月31日（水)）に指定の
金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。
納期の最終日の前日までに預貯金残高をご確認くださ
い。
　なお、振替納税に係る領収証書は発行されませんの
で、ご注意ください。

◎その他の方
　納期の最終日までに金融機関又は所轄税務署の窓口
で納付してください。

（注）土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口で
の納付はできませんので、ご注意ください。

　納付に当たっては、電子納税もご利用いただけます。
詳しくは、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）
をご覧ください。また、インターネットを利用して専
用のWeb画面からクレジットカードにより納付する
こともできます。詳しくは、国税庁ホームページ
（www.nta.go.jp）をご覧ください。
　なお、第１期分の納付金額が30万円以下の場合には、
送付されたバーコード付納付書を使用して、コンビニ
エンスストアで納付することができます。

※納付には便利な振替納税をご利用ください。

確定申告の際には、予定納税額の申告書への記載を忘れ
ずに
　確定申告の際には、申告書に予定納税額（第１期分と
第２期分の合計額）を記載する必要がありますので、記
載忘れにご注意ください。

所得税及び復興特別所得税の
予定納税（第１期分）の
納税をお忘れなく

所得税及び復興特別所得税の
予定納税（第１期分）の
納税をお忘れなく

◆公共職業訓練「パソコン基礎科」
訓練期間　令和元年９月２日(月) ～11月29日(金)

※土、日、祝日は休み
訓練時間　9:00～15:50　※日程により多少変動有り
訓練内容　初心者を対象にＯＡ機器に関する基礎知識と

ワード･エクセル等の基本操作を習得し、事
務に活用できる資格取得（ワープロソフト・
表計算ソフト３級）を目指します

受 講 料　受講料は無料（但しテキスト代として約10,200
円と検定料がかかります）

定　　員　12名
対 象 者　雇用保険受給者または公共職業安定所長の受

講指示が受けられる方
雇用保険の受給資格がない方でも、公共職業
安定所長の推薦があれば受講可能
雇用保険受給者で要件を満たしている方は受
講手当・通所手当が支給されます

募集期間　令和元年７月25日(木)まで
申込場所　岩内公共職業安定所
選　　考　８月７日(水) 13:30～

岩内地域人材開発センターにて

受講生募集のお知らせ受講生募集のお知らせ

お問い合わせ

・岩内地域人材開発センター
　　岩内町字東山８番地16　電話 62－2183

納　　期 令和元年7月1日～7月31日

税に関する情報は

・国税庁ホームページ
　　www.nta.go.jp
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無
名
女　

　

ア
ン
カ
ー
の
息
子
と
並
び
て
力
走
の
父
君
の
走
る
姿
は
幼
き
日
と
変
ら
ず

沙　

羅

　

心
う
ち
あ
か
せ
ぬ
苦
悩
か
か
え
て
も
面
に
だ
さ
ず
に
口
元
に
笑
み

小　

春

　

年
重
ね
立
つ
も
座
る
も
ま
ゝ
な
ら
ず
仮
寝
の
夢
も
車
イ
ス
か
な

与
詩
三

　

流
れ
ゆ
く
雲
宇
宙
の
み
だ
れ
い
か
に
せ
ん
地
球
の
人
類
あ
ら
そ
う
こ
と
な
く

縁　

糸

　

追
想
の
赤
い
ハ
ナ
マ
ス
今
頃
は
そ
ぞ
ろ
歩
い
た
パ
ー
ク
の
小
道

未
知
女

　

染
ま
り
ゆ
く
入
り
日
の
光
き
ら
め
い
て
凪
の
海
原
し
ば
し
華
や
ぐ

近
江
谷
乃
婦

　

言
は
れ
し
こ
と
時
の
経
た
ぬ
に
忘
る
る
と
嘆
く
女
を
り
湯
の
宿
に
き
て

立
花　

孝
子

　

修
学
旅
行
の
土
産
に
囲
ま
れ
し
写
真
の
夫
笑
み
を
う
か
べ
し
食
す
は
わ
れ
な
り

ご
め
い
ふ
く
を
お
祈
り
し
ま
す

【
死
亡
】

（
茅　

沼
）
三
浦　

金
松
さ
ん　

89
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５
月
22
日
死
亡

（
堀　

株
）
金
子　
　

寿
さ
ん　

65
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

６
月
３
日
死
亡

い
か

896戸

1,617人

775人

842人

4戸

6人

1人

5人

900戸

1,623人

776人

847人

－ 8戸

－16人

－ 5人

－11人

285戸

178戸

166戸

81戸

130戸

56戸

896戸

556人

306人

323人

81人

226人

125人

1,617人
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